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第 1章 次世代住宅ポイント制度に係る審査について 

この業務要領は、一般社団法人住宅性能評価・表示協会（以下「評価協会」という。）の会

員である株式会社日本住宅保証検査機構（以下「評価機関」という。）が実施する新築住宅に

係る「次世代住宅ポイント対象住宅証明書」の発行に関する業務について適用する。なお、本

要領において用いる主な用語の定義は以下のとおりとする。 

 １．「一戸建ての住宅」とは、人の居住の用以外の用途に供する部分を有しない一戸建ての住

宅をいう。 

 ２．「共同住宅等」とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。 

 

Ⅰ．次世代住宅ポイント発行に係る対象住宅のタイプ・期間要件及び証明書等の種類について 

１．対象住宅のタイプ・期間要件（申請者確認事項） 

評価機関の審査の対象となる、新築に係る次世代住宅ポイント発行に係る対象住宅のタイ

プ・期間要件は以下の（1）から（3）に分類される。 

（１）注文住宅の新築 

契約※1 2019 年 4月 1日～2020 年 3月 31 日 

着工※2 契約締結日～2020 年 3月 31 日まで 

引渡し 2019 年 10 月 1日以降（「※１ただし書き」の場合を除き、消費税率 10％

が適用されるものが対象） 

完了報告 2020 年 9月 30 日※3まで 

※1 所有者となる発注者（入居者）と施工者との工事請負契約。ただし、2018 年 12 月 21 日

（閣議決定日）～2019 年 3 月 31 日までに締結された工事請負契約であっても、2019 年 10   

月 1 日以降に建築工事に着手するものは対象。 

※2 根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手 

※3 共同住宅等で 10 階以下は 2021 年 3 月 31 日、11 階以上は 2021 年 9 月 30 日 

 

（２）新築分譲住宅の購入 

契約※1 2018 年 12 月 21 日（閣議決定日）～2020 年 3 月 31 日 

着工※2 契約締結日～2020 年 3月 31 日まで 

売買契約※3 2018 年 12 月 21 日（閣議決定日）～2020 年 3 月 31 日 

引渡し 2019 年 10 月 1日以降（消費税率 10％が適用されるものが対象） 

完了報告 2020 年 9月 30 日※4まで 

※1 分譲住宅の発注者（不動産会社、販売会社など）と施工者との工事請負契約（既存の契約

の変更契約を含む（着工前のものに限る）。） 

※2 根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手 

※3 完成（完了検査済証の日付）から１年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの

に限る 

※4 共同住宅等で 10 階以下は 2021 年 3 月 31 日、11 階以上は 2021 年 9 月 30 日 
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（３）新築分譲住宅の購入（完成済み購入タイプ） 

完成※1 2018 年 12 月 20 日までに完成済みの新築住宅※2 

売買契約 2018 年 12 月 21 日（閣議決定日）～2019 年 12 月 20 日 

引渡し 2019 年 10 月 1日以降（消費税率 10％が適用されるものが対象） 

※1 完了検査済証の日付が 2018 年 12 月 20 日以前であること 

※2 完成（完了検査済証の日付）から売買契約締結日までの期間が 1年以内であり、人の居住

の用に供したことのないものに限る 

 

２．次世代住宅ポイント対象住宅証明書類 

次世代住宅ポイントの取得を申請しようとする者は、次世代住宅ポイント事務局に必要な

添付書類を添えて申請書を提出することとなるが、新築住宅に係る申請書類の一部に評価機

関等が交付する次世代住宅ポイント対象住宅証明書類（以下「証明書類」という。）が位置

付けられている。具体的には表 1-1 及び 1-2 に定める証明書類等が必要となるが、表中★印

が本業務要領に基づき発行する証明書となっている。 

表 1-1 証明書類の種類と発行機関（対象住宅基準） 

発
行 

ポ
イ
ン
ト
数 

性能基準 証明書類 発行機関 

 

30

万 

Pt 

／ 

戸 

断熱等性能等級４

又は 

一次エネルギー消

費量等級４以上 

次世代住宅ポイント対象住宅証明書★ 登録住宅性能評価機関 

設計住宅性能評価書 登録住宅性能評価機関 

建設住宅性能評価書 登録住宅性能評価機関 

すまい給付金制度の現金取得者向け新築

対象住宅証明書 
登録住宅性能評価機関 

贈与税の非課税措置の住宅性能証明書 ・指定確認検査機関 

・登録住宅性能評価機関 

・住宅瑕疵担保責任保険

法人 

長期優良住宅建築等計画認定通知書※２ 所管行政庁 

低炭素建築物新築等計画認定通知書※２ 所管行政庁 

性能向上計画認定通知書※２ 所管行政庁 

ＢＥＬＳ評価書（☆２つ以上） ＢＥＬＳ登録機関 

フラット３５Ｓ適合証明書※３（金利Ａ・

Ｂプラン、省エネルギー性） 
適合証明機関 

劣化対策等級３ 

かつ 

維持管理対策等級

２以上（共同住

宅・長屋について

は、一定の更新対

策を含む）※１ 

次世代住宅ポイント対象住宅証明書★ 登録住宅性能評価機関 

設計住宅性能評価書 登録住宅性能評価機関 

建設住宅性能評価書 登録住宅性能評価機関 

すまい給付金制度の現金取得者向け新築

対象住宅証明書 
登録住宅性能評価機関 

フラット３５Ｓ適合証明書※３（金利Ｂプ

ラン、耐久性・可変性） 
適合証明機関 
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耐震等級（構造躯

体の倒壊等防止）

２以上 

又は 

免震建築物 

次世代住宅ポイント対象住宅証明書★ 登録住宅性能評価機関 

設計住宅性能評価書 登録住宅性能評価機関 

建設住宅性能評価書 登録住宅性能評価機関 

すまい給付金制度の現金取得者向け新築

対象住宅証明書 
登録住宅性能評価機関 

贈与税の非課税措置の住宅性能証明書 ・指定確認検査機関 

・登録住宅性能評価機関 

・住宅瑕疵担保責任保険

法人 

フラット３５Ｓ適合証明書※３（金利Ａ・

Ｂプラン、耐震性） 
適合証明機関 

高齢者等配慮対策

等級３以上 
次世代住宅ポイント対象住宅証明書★ 登録住宅性能評価機関 

設計住宅性能評価書 登録住宅性能評価機関 

建設住宅性能評価書 登録住宅性能評価機関 

すまい給付金制度の現金取得者向け新築

対象住宅証明書 
登録住宅性能評価機関 

フラット３５Ｓ適合証明書※３（金利Ａ・

Ｂプラン、バリアフリー性） 
適合証明機関 

※１ 一定の更新対策とは、躯体天井高の確保（2.5ｍ以上）及び間取りの変更の障害となる壁

又は柱がないこと。 

※２ 対象となる住戸が認定を受けている場合に限ります。 
※３ 工事完了前のポイント発行申請又はポイント予約申請の際に「本制度の対象であること

を証明する住宅証明書等」として添付する場合は、フラット３５Ｓの「設計検査に関す

る通知書及び設計検査申請書（すべての面）」の添付でも可 
 

表 1-2 証明書類の種類と発行機関（加算基準） 

発行 
ポイント数 

性能基準 証明書類 発行機関 

５万 Pt 
加算／戸 

認定長期優良住宅 長期優良住宅建築等計画認定通知書※１ 所管行政庁 

低炭素認定住宅 低炭素建築物新築等計画認定通知書※１ 所管行政庁 

性能向上計画認定住宅 性能向上計画認定通知書※１ 所管行政庁 

ＺＥＨ ＢＥＬＳ評価書※２ ＢＥＬＳ登録機関 

   ※１ 対象となる住戸が認定を受けている場合に限る 

   ※２ ＢＥＬＳ評価書に対象となる住戸に対してＺＥＨマークが表記された場合に限る 

 

３．適用基準の概要 

証明書類の審査に際し、適用される基準は、次の「（１）次世代住宅ポイント対象住宅判定基

準」のとおりとなる。 

なお、「（２）加算基準」は他制度における認定等が前提になっており、本業務要領に基づ

く証明書発行の対象外となる。 

（１）次世代住宅ポイント対象住宅判定基準【証明書発行業務の対象】 

表 1-3 の 1から 6までのうち、いずれか 1つ以上の基準を満たす住宅であること。 
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表 1-3 次世代住宅ポイント対象住宅判定基準（対象住宅基準） 

番号 基準 

１ 断熱等性能等級４ 

２ 一次エネルギー消費量等級４以上 

３ 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）２以上 

４ 免震建築物※１ 

５ 高齢者等配慮対策等級３以上※２ 

６ 劣化対策等級３の住宅で、かつ、維持管理対策等級２以上※３の住宅(共同住宅･長屋

については、一定の更新対策※４が必要) 

（注） １から６までの技術基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成 11 年法律第

81 号）に基づく住宅性能表示制度の性能等級などと同じ。 

※１ 免震建築物は、評価方法基準 1-3 に適合しているものを対象。 

※２ 9-1 高齢者配慮対策等級（専用部分）及び 9-2 高齢者等配慮対策等級（共用部分）の

等級３ 

※３ 4-1 維持管理対策等級（専用配管）及び 4-2 維持管理対策等級（共用配管）の等級２ 

※４ 一定の更新対策とは、躯体天井高の確保（2.5m 以上）および間取り変更の障害となる

壁または柱がないこと。 

 

 （２）加算基準【証明書発行業務の対象外】（参考） 

表 1-4 の１から４までのうち、いずれか１つ以上の基準を満たす住宅であること。 

※ 加算基準に適合する住宅については、所管行政庁又はＢＥＬＳ登録機関から発行され

る認定通知書等が証明書類となり、別途「（１）次世代住宅ポイント対象住宅判定基準」

に係る証明書を取得する必要は無い。 

 

表 1-4 次世代住宅ポイント対象住宅基準（加算基準） 

番号 基準 

１ 認定長期優良住宅 

２ 認定低炭素住宅 

３ 性能向上計画認定住宅 

４ ＺＥＨ※ 

※ ＢＥＬＳ評価書において対象となる住戸に対して「ＺＥＨマーク」が付されるものに
限る 

 

第２章．次世代住宅ポイント対象住宅証明書の発行に係る業務手順・要領等 

 Ⅰ．審査・発行を行う機関、実施者 

  １．審査・発行の条件 

  （１）業務の対象住宅 

    次世代住宅ポイント対象住宅証明書の発行業務の対象住宅は、評価機関が定める設計住

宅性能評価業務を行うことができる住宅に該当するものとする。また、依頼の時期は着工

前、着工後を問わない。 

  （２）業務を行う機関 

    次世代住宅ポイント対象住宅証明書の発行に関する業務は、評価協会の会員等であり、
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業務の実施について、評価協会に次世代住宅ポイント対象住宅証明書発行業務開始届出書

（別記様式７号）により届出を行った評価機関が実施することとする。 

  （３）適合審査の実施者 

     次世代住宅ポイント対象住宅判定基準への適合審査（以下「適合審査」という。）の実施

者は、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成 11 年法律第 81 号。以下「品確法」と

いう。）第 13 条に定める評価員で評価機関に評価員として選任されている者（以下「審査

員」という。）とし、また、業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして平成

18 年国土交通省告示第 304 号を審査員について準用することとする。 

   

Ⅱ．業務の手順・要領 

１．業務の引受 

    評価機関は、依頼者から適合審査の依頼があった場合は、以下の書類（正本及び副本）

が提出されているか確認する。 

書類名 

次世代住宅ポイント対象住宅証明依頼書（別記様式１号）※ 

適合審査用提出図書（品確法施行規則第３条第１項に準じる） 

その他機関が必要とする書類 

※ 評価機関において、依頼時に必要となる情報を追記等することは妨げない。 

 

  ２．電子情報処理組織等による受理 

提出図書の受理については、あらかじめ申請者と協議して定めるところにより、電子情

報処理組織（評価機関の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と申請者

の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同

じ。）の使用又は磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておく

ことができるものを含む。以下同じ。）の受理によることができる。 

 

３．確認事項 

  （１）依頼のあった住宅が、評価機関が定める設計住宅性能評価業務を行う区分に該当すること 

  （２）依頼のあった住宅の建て方（一戸建て住宅か共同住宅等）を確認すること 

  （３）依頼のあった住宅の構造を確認すること 

  （４）依頼のあった住宅の次世代住宅ポイント対象住宅判定基準を確認すること 

  （５）提出図書に不足なく、かつ記載事項に漏れがないこと 

 

４．提出図書に特に不備がない場合は、依頼者に対して引受承諾書（参考様式）等を交付す

る。 

 

 Ⅲ．適合審査に必要な提出図書 

適合審査に必要な提出図書は、適用する次世代住宅ポイント対象住宅判定基準に応じて審査

に必要な事項が明示された図書となる。 
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  （例）仕様書、設計内容説明書、配置図、各階平面図、立面図、断面図、矩計図、各種伏図、  

     各種計算書、プログラム出力表（Ｗｅｂプログラムを使用している場合）等、次世代住宅ポイ

ント対象住宅判定基準への適合が証明できる書類（以下「評価書等」という。）を活用する場

合は評価書等の写し 

     ※ 評価書等が添付されている場合は、ポイント対象住宅基準の審査に必要な事項が明 

示された図面等を省略できる。 

 

Ⅳ．適合審査の実施 

評価機関による適合審査は、表 1-3 の１から６のいずれか１つ以上の基準に適合していること

を確認することにより実施する。その際、提出された図書の内容に疑義がある場合は必要に応じ

て依頼者又は代理者に説明を求め、誤りがある場合は訂正を求めることとする。 

なお、依頼時に品確法に基づく住宅型式性能認定書、型式住宅部分等製造者認証書もしくは特

別評価方法認定書その他の認定書（以下「認定書等」という。）が添付されている場合は当該基準

への適合の審査を省略し、認定書等の結果を活用することができる。 

 

Ⅴ．次世代住宅ポイント対象住宅証明書等の発行 

１．「Ⅳ．適合審査の実施」による審査が完了し、次世代住宅ポイント対象住宅判定基準に適合

していると認める場合、依頼者に対して次世代住宅ポイント対象住宅証明書（別記様式２号）

（以下「証明書」という。）、次世代住宅ポイント対象住宅証明依頼書及び提出図書（副本）

を発行する。（変更計画に係る場合は別記様式４号の証明書を発行） 

２．証明書に記載する証明書発行番号は、別表「証明書発行番号の付番方法」に基づいて付番

を行う。 

３．依頼者から紛失等による証明書の再発行の依頼があった場合、証明書に再発行である旨と

再発行日を記載して、発行することとする。 

４．提出図書の内容が基準と不適合の場合又は明らかな虚偽がある場合は、依頼者に対して次

世代住宅ポイント対象住宅判定基準不適合通知書（別記様式５号）を発行することとする。 

５．評価機関は、前各項に規定する図書の発行については、電子情報処理組織の使用又は磁気

ディスクの交付によることができる。 

 

Ⅵ．変更計画に係る業務手続き（従前の証明書を発行した評価機関に限る） 

証明書の発行後に依頼者が計画を変更する場合は、依頼者から以下の書類の提出を受け、変

更に係る適合審査を行う。なお、審査の実施方法はⅠからⅤまでと同様となる。 

書類名 

変更次世代住宅ポイント対象住宅証明依頼書※（別記様式３号） 

適合審査に要した図書のうち変更に係るもの及び変更の内容を示す図書 

変更前の証明書（写し） 

※ 評価機関において、依頼時に必要となる情報を追記等することは妨げない。 
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第３章 秘密保持等について 

１．料金について 

適合審査料金については各評価機関にて設定する。 

 

２．秘密保持について 

    評価機関及び審査員又は評価員並びにこれらの者であった者は、この適合審査の業務に関し

て知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 

 

３．帳簿の作成 

評価機関は、次の（１）から（11）までに掲げる事項を記載した証明書の発行業務管理帳

簿（以下「帳簿」という。）を作成し事務所に備え付ける。 

（１）依頼者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地 

（２）証明書の発行業務の対象となる住宅の名称 

（３）証明書の発行業務の対象となる住宅の所在地 

（４）証明書の発行業務の対象となる住宅の建て方 

（５）証明書の発行業務の対象となる住宅の構造 

（６）証明書の発行業務の対象となる住宅に適用した次世代住宅ポイント対象住宅判定基準 

（７）適合審査の依頼を受けた年月日 

（８）適合審査を行った審査員の氏名 

（９）適合審査料金の金額 

（10）証明書の発行番号  

（11）証明書の発行を行った年月日又は次世代住宅ポイント対象住宅判定基準不適合通知

書の発行を行った年月日 

 

４．帳簿及び書類等の保存 

（１）帳簿及び書類等の保存期間 

   帳簿及び適合審査用提出図書および証明書の写し（以下「書類等」という。）の保存期間は、

次に定めるとおりとする。  

帳簿  適合審査業務の全部を終了した日の属する年度 

書類等 証明書の発行を行った日の属する年度から５事業年度 

 （２）帳簿及び書類等の保存方法 

帳簿及び書類等は、適合審査中にあっては適合審査のため特に必要がある場合を除き事務

所内において、適合審査終了後は施錠のできる室又はロッカー等において、個人情報及び秘

密情報が漏れることなく、かつ、証明書の発行業務以外の目的で複製、利用等がされない、

確実な方法で保存する。 

 （３）磁気ディスク等による保存 

帳簿及び書類等の保存は、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録さ

れ、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファ

イル又は磁気ディスク等の保存する方法にて行うことができる。 
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５．国土交通省等への報告等 

評価機関は、公正な業務を実施するために国土交通省や次世代住宅ポイント事務局等から

業務に関する報告等を求められた場合、適合審査の内容、判断根拠その他情報について報告

等をする。 
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別 表 「証明書発行番号の付番方法」 

 

発行番号は、１６桁の英数字を用い、次のとおり表す。 

 

『○○○－○○－○○○○－Ｅ－○－○○○○○』 

 

１～３桁目   登録住宅性能評価機関番号（国土交通省登録番号とは異なる） 

４～５桁目   登録住宅性能評価機関の事務所毎に付する番号 

６～９桁目   証明書発行日の西暦  

１１桁目    １：一戸建ての住宅 

        ２：共同住宅等 

１２～１６桁目 通し番号（１１桁目までの数字の並びの別に応じ、００００１から順に付する。） 
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次世代住宅ポイント対象住宅証明依頼書 
 

年 月 日 

株式会社日本住宅保証検査機構 宛 

                    依頼者の住所又は 

                      主たる事務所の所在地 

依頼者の氏名又は名称   印 
 

                    代理者の住所又は 

                      主たる事務所の所在地 

                          代理者の氏名又は名称   印 
 

下記の住宅の次世代住宅ポイント対象住宅判定基準適合審査を依頼します。 

この依頼書及び提出図書に記載の事項は、事実に相違ありません。 
 
 

記 

 

【所在地（地名地番）】 

【名称】                          

【建て方】□一戸建ての住宅  □共同住宅等＊（□個別依頼 □一括依頼） 

【構造】           造  一部           造 

【適用する次世代住宅ポイント対象住宅判定基準】 

  □断熱等性能等級４  □一次エネルギー消費量等級４  □一次エネルギー消費量等級５ 

□耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）２  □耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）３ 

□免震建築物               

□高齢者等配慮対策等級３※１ □高齢者等配慮対策等級４※１ □高齢者等配慮対策等級５※１ 

□劣化対策等級３、かつ、維持管理対策等級２※２以上（共同住宅・長屋については一定の更

新対策※３に適合） 

 ※１ 9-1高齢者等配慮対策等級(専用部分)及び9-2高齢者配慮対策等級(共用部分) 

 ※２ 4-1維持管理対策等級(専用配管)及び4-2維持管理対策等級(共用配管) 
※３ 躯体天井高の確保(2.5m以上)及び間取り変更の障害となる壁または柱がないこと 
 

 

 

※受付欄 ※料金欄 

年  月  日 

第        号 

依頼受理者印 
＊ 個別依頼の場合は名称と併せて住戸番号を記載し、一括依頼の場合は別紙に必要な事項を記載

してください。 

＜登録住宅性能評価機関からのお願い＞ 

次世代住宅ポイント対象住宅の技術基準適合状況や住宅の仕様などについて、住宅政策の立案に資するために、

個人や個別の住宅が特定されない統計情報として、国土交通省や次世代住宅ポイント事務局に提供することがご

ざいますので、あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。 

別記様式１号 
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次世代住宅ポイント対象住宅証明書 

 

 

依頼者の氏名又は名称 殿 

 

 

                          株式会社日本住宅保証検査機構 

                                    印 

 

 

 

下記の住宅は、次世代住宅ポイント対象住宅判定基準に適合していることを証します。 

 

記 

 

１．所在地（地名地番） 

 

２．名称（共同住宅等の場合は住戸番号を併せて記載） 

 

３．建て方 

 

４．構造 

  

 ５．適用した次世代住宅ポイント対象住宅判定基準 

  □断熱等性能等級４  □一次エネルギー消費量等級４  □一次エネルギー消費量等級５ 

□耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）２  □耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）３ 

□免震建築物               

□高齢者等配慮対策等級３※１ □高齢者等配慮対策等級４※１ □高齢者等配慮対策等級５※１ 

□劣化対策等級３、かつ、維持管理対策等級２※２以上（共同住宅・長屋については一定の更

新対策※３に適合） 
 
 ※１ 9-1高齢者等配慮対策等級(専用部分)及び9-2高齢者配慮対策等級(共用部分) 
 ※２ 4-1維持管理対策等級(専用配管)及び4-2維持管理対策等級(共用配管) 
 ※３ 躯体天井高の確保(2.5m以上)及び間取り変更の障害となる壁または柱がないこと 
 

審 査 依 頼 年 月 日 年  月  日 

証 明 書 発 行 年 月 日 年  月  日 

証 明 書 発 行 番 号 ○○○－○○－○○○○－Ｅ－○－○○○○○ 

審 査 員 氏 名  

 

別記様式２号 
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変更次世代住宅ポイント対象住宅証明依頼書 

 

年 月 日 

 

株式会社日本住宅保証検査機構 宛 

 

                    依頼者の住所又は 

                      主たる事務所の所在地 

依頼者の氏名又は名称   印 

 

                    代理者の住所又は 

                      主たる事務所の所在地 

                          代理者の氏名又は名称   印 

 

下記の住宅の変更次世代住宅ポイント対象住宅判定基準適合審査を依頼します。 

この依頼書及び提出図書に記載の事項は、事実に相違ありません。 

 

記 

 

【計画を変更する住宅の証明書】 

 １．証明書発行番号 

 

 ２．証明書発行年月日 

 

 ３．証明書を発行した者 

 

４．変更の概要 

 

 

 

※受付欄 ※料金欄 

年  月  日 

第        号 

依頼受理者印 

別記様式３号 



13 
SNT2535-01(2019.04) 

 

次世代住宅ポイント対象住宅証明書（変更） 

 

 

依頼者の氏名又は名称 殿 

 

 

                        株式会社日本住宅保証検査機構 

                                    印 

 

 

下記の住宅は、次世代住宅ポイント対象住宅判定基準に適合していることを証します。 

 

記 

 

１．所在地（地名地番） 

 

２．名称（共同住宅等の場合は住戸番号を併せて記載） 

 

３．建て方 

 

４．構造 

  

 ５．適用した次世代住宅ポイント対象住宅判定基準 

  □断熱等性能等級４  □一次エネルギー消費量等級４  □一次エネルギー消費量等級５ 

□耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）２  □耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）３ 

□免震建築物               

□高齢者等配慮対策等級３※１ □高齢者等配慮対策等級４※１ □高齢者等配慮対策等級５※１ 

□劣化対策等級３、かつ、維持管理対策等級２※２以上（共同住宅・長屋については一定の更

新対策※３に適合） 
 
 ※１ 9-1高齢者等配慮対策等級(専用部分)及び9-2高齢者配慮対策等級(共用部分) 
 ※２ 4-1維持管理対策等級(専用配管)及び4-2維持管理対策等級(共用配管) 
 ※３ 躯体天井高の確保(2.5m以上)及び間取り変更の障害となる壁または柱がないこと 

 

審 査 依 頼 年 月 日 年  月  日 

証 明 書 発 行 年 月 日 年  月  日 

証 明 書 発 行 番 号 ○○○－○○－○○○○－Ｅ－○－○○○○○ 

審 査 員 氏 名  

 

別記様式４号 
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次世代住宅ポイント対象住宅判定基準不適合通知書 

 

 

第     号 

年  月  日 

 

依頼者の氏名又は名称 殿 

 

 

                              株式会社日本住宅保証検査機構 

                 印 

 

 

 

下記の住宅については、下記の理由により次世代住宅ポイント対象住宅証明書を発行できませ

んので、不適合通知書を交付します。 

 

記 

 

 

１．所在地（地名地番） 

 

２．名称（共同住宅等の場合は住戸番号を併せて記載） 

 

３．建て方 

 

４．構造 

 
 
５．理由 

 

 

 

 

別記様式５号 


